
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－116778
(P2003－116778A)

(43)公開日 平成15年4月22日(2003.4.22)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �A�6�1�B  1/00    310    �A�6�1�B  1/00    310 A �4�C�0�6�1

審査請求 未請求 請求項の数 3ＯＬ（全 5 数）

(21)出願番号 特願2001－316733(P2001－316733)

(22)出願日 平成13年10月15日(2001.10.15)

(71)出願人 000000527

ペンタックス株式会社

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

(72)発明者 伊藤 慶時

東京都板橋区前野町2丁目36番9号  旭光学

工業株式会社内

(74)代理人 100091317

弁理士 三井 和彦

Ｆターム（参考） 4C061 AA07 BB02 CC04 DD06 FF12

FF32 GG14 HH33 JJ06

(54)【発明の名称】 挿管用内視鏡

(57)【要約】
【課題】挿入対象である咽喉頭等の形状変化の程度等に
かかわらず咽喉頭等を容易に通過させることができる挿
管用内視鏡を提供すること。
【解決手段】観察機能を有する芯金として柔軟な挿管チ
ューブに対して挿脱自在な挿管用内視鏡であって、全部
又は一部が可撓性を有する挿入管１ａ，１ｂの先端部分
に観察窓１３が配置され、可撓性を有する部分１ａが外
力によって曲げられたままの形状を維持するように構成
された挿管用内視鏡において、挿入管１ａ，１ｂの基端
側からの遠隔操作によって屈曲する湾曲部１ｃを、挿入
管１ａ，１ｂの最先端部分に形成した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】観察機能を有する芯金として柔軟な挿管チ
ューブに対して挿脱自在な挿管用内視鏡であって、
全部又は一部が可撓性を有する挿入管の先端部分に観察
窓が配置され、上記可撓性を有する部分が外力によって
曲げられたままの形状を維持するように構成された挿管
用内視鏡において、
上記挿入管の基端側からの遠隔操作によって屈曲する湾
曲部を、上記挿入管の最先端部分に形成したことを特徴
とする挿管用内視鏡。
【請求項２】上記挿入管の可撓性を有する部分が可撓性
のない剛体部分の先側に形成され、その可撓性を有する
部分の先端に上記湾曲部が連結されている請求項１記載
の挿管用内視鏡。
【請求項３】外力によって曲げられたままの形状を維持
する芯金として機能する棒材が上記挿入管の可撓性を有
する部分内に挿通配置され、上記湾曲部内には挿通配置
されていない請求項１又は２記載の挿管用内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、気管支等に柔軟
な挿管チューブ（気管チューブ）を挿入する際に挿入方
向の観察と挿管チューブの腰折れ防止を図るために、観
察機能を有する芯金として用いられる挿管用内視鏡に関
する。
【０００２】
【従来の技術】挿管用内視鏡は、一般に、可撓性を有す
る金属パイプからなる挿入管の先端に観察窓が配置され
て、挿入管を咽喉頭等の形態に合わせて曲げて使用する
ようになっており、挿入管は、外力によって曲げられる
とその曲がったままの形状を維持するように形成されて
いる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】したがって、挿管用内
視鏡を使用する際には、挿入管を予め咽喉頭等の形状に
合うように曲がった状態にしてから挿入するが、挿入管
は、その患者の咽喉頭等の形状を予想して曲げられるだ
けなので、必ずしも適切な形状になっているわけではな
い。その結果、挿入操作がうまくいかず、挿入管の曲げ
直し作業を何度もやり直すことが珍しくなかった。
【０００４】そこで本発明は、挿入対象である咽喉頭等
の形状変化の程度等にかかわらず咽喉頭等を容易に通過
させることができる挿管用内視鏡を提供することを目的
とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の挿管用内視鏡は、観察機能を有する芯金と
して柔軟な挿管チューブに対して挿脱自在な挿管用内視
鏡であって、全部又は一部が可撓性を有する挿入管の先
端部分に観察窓が配置され、可撓性を有する部分が外力
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によって曲げられたままの形状を維持するように構成さ
れた挿管用内視鏡において、挿入管の基端側からの遠隔
操作によって屈曲する湾曲部を、挿入管の最先端部分に
形成したものである。
【０００６】なお、挿入管の可撓性を有する部分が可撓
性のない剛体部分の先側に形成され、その可撓性を有す
る部分の先端に湾曲部が連結されていてもよい。また、
外力によって曲げられたままの形状を維持する芯金とし
て機能する棒材が挿入管の可撓性を有する部分内に挿通
配置され、湾曲部内には挿通配置されていないように構
成してもよい。
【０００７】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は挿管用内視鏡の全体構成を示す側面
図、図２はその正面図である。
【０００８】気管内に差し込まれる挿管チューブに対し
て挿脱自在な挿入管は、自由に曲げることのできない硬
質部１ｂの先側に、柔軟で自由に曲げることのできる可
撓性部１ａを一体的に連結し、さらにその可撓性部１ａ
の先端に湾曲部１ｃを連結して構成されており、後述す
る観察窓等が配置された先端部本体１０が湾曲部１ｃの
先端に取り付けられている。
【０００９】硬質部１ｂの基端は、ストッパ２２がスラ
イド自在に取り付けられた支持筒部２１を介して把持部
２０に連結されており、把持部２０には、湾曲部１ｃを
遠隔操作するための湾曲操作ノブ５０が上部後面に配置
されている。３０は、内視鏡観察像を拡大して観察する
ための接眼部であり、４０は、電池を電源とする照明光
源である。
【００１０】なお、各図に「上」として示される方向
は、接眼部３０において観察される観察画面の上方向で
あり、挿管チューブが気管チューブである場合等に一般
に可撓性部１ａが曲げられる方向である。そして、湾曲
操作ノブ５０を操作することによって湾曲部１ｃが上方
向に屈曲する。
【００１１】ストッパ２２は、挿管チューブの基端面に
当接させるためのものであり、挿入管１ａ，１ｂ，１ｃ
を挿管チューブにいっぱいまで挿入すると挿管チューブ
の基端面がストッパ２２に当接する。
【００１２】そして、ストッパ２２を支持筒部２１に沿
って移動させ、挿管チューブの基端位置が最適の状態に
なるように固定用手動ネジ２３によってストッパ２２を
支持筒部２１に固定することができるようになってい
る。
【００１３】図３及び図４は、挿入管１ａ，１ｂ，１ｃ
の先端寄りの部分の側面断面図であり、図３に示される
ように、プラスチック製の先端部本体１０の先端面に配
置された観察窓１３の内側には、対物光学系１４による
被写体の投影位置にイメージガイドファイババンドル１
５の入射端面が配置されており、イメージガイドファイ
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ババンドル１５により伝達された画像（内視鏡観察像）
が接眼部３０を通して観察される。
【００１４】先端部本体１０の先端面には、図５に示さ
れるように、観察窓１３と並んで照明窓１６が配置され
ており、照明窓１６の内側に射出端面が配置されたライ
トガイドファイババンドル（図５には図示せず）により
伝達された照明光が被写体に照射される。
【００１５】先端部本体１０と湾曲部１ｃは、図３にお
けるVI－VI断面を図示する図６にも示されるように、湾
曲部１ｃの最先端部分に配置された連結筒１１が先端部
本体１０に被嵌されて、係止ピン１８によって先端部本
体１０と連結された状態になっている。１７はライトガ
イドファイババンドルである。
【００１６】可撓性部１ａと湾曲部１ｃは、例えば巻き
方向の相違するステンレス鋼帯製の二重の螺旋管２の外
面に、ステンレス鋼細線を編組して形成された網状管３
を被覆し、さらにその外面に可撓性のある例えばフッ素
ゴムチューブ又はポリウレタン樹脂チューブ等からなる
外皮４を被覆して構成されており、どの方向にも自由に
曲がる柔軟な可撓性を有している。
【００１７】湾曲部１ｃ内には、図３におけるVII－VII
断面を図示する図７にも示されるように、上方向位置と
下方向位置の二箇所に湾曲操作ワイヤ５１が挿通配置さ
れていて、湾曲操作ワイヤ５１の先端５１ａは図３に図
示されるように連結筒１１に固着されている。
【００１８】この一対の湾曲操作ワイヤ５１は、湾曲部
１ｃ内からその後方の可撓性部１ａ内と硬質部１ｂ内を
通って把持部２０内に達しており、把持部２０に配置さ
れた湾曲操作ノブ５０を操作することにより一方が牽引
され他方が送り出される。
【００１９】そして、上方向に位置する湾曲操作ワイヤ
５１が牽引されることによって湾曲部１ｃが上方向に最
大１０°～９０°程度まで屈曲し、下方向に位置する湾
曲操作ワイヤ５１が牽引されることによって湾曲部１ｃ
が真っ直ぐの状態に戻る。
【００２０】湾曲部１ｃと可撓性部１ａとの境界部分に
は、図３におけるVIII－VIII断面を図示する図８にも示
されるように、ブロック状の中間固定部材９が螺旋管２
に対して固定されていて、イメージガイドファイババン
ドル１５とライトガイドファイババンドル１７は、中間
固定部材９に形成された孔を通過する状態に配置されて
いる。
【００２１】可撓性部１ａ内には、図４におけるIX－IX
断面を図示する図９にも示されるように、芯金として機
能する可撓性を有する金属棒からなる棒材６が挿通配置
されて、棒材６の先端は中間固定部材９に固定されてい
る。
【００２２】棒材６の材質は例えばアルミニウム合金棒
材又はステンレス鋼棒材等であり、前者の場合は直径を
例えば３ｍｍ程度にすると適度な腰の強さが得られ、後*
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*者の場合は直径が例えば１ｍｍ程度でもよい。
【００２３】棒材６の後端は硬質部１ｂ内に達してお
り、硬質部１ｂ内において自由端の状態にしても差し支
えないが、硬質部１ｂを貫通して支持筒部２１又は把持
部２０に固定した方が安定したものになる。
【００２４】このような棒材６の存在により、可撓性部
１ａは曲げるのにある程度以上の力を必要とするが、曲
げればそのままの状態が維持されて、可撓性部１ａが挿
管チューブを挿管する際の芯金として機能する。
【００２５】図４に示される硬質部１ｂは、Ｘ－Ｘ断面
を図示する図１０にも示されるように、剛性のある例え
ばステンレス鋼製の金属パイプ５によって形成されてお
り、湾曲部１ｃと可撓性部１ａを外装する外皮４が金属
パイプ５の外周全体にまで連続して被覆されている。
【００２６】このように構成された実施例の挿管用内視
鏡は、可撓性部１ａを適宜の形状に曲げることにより、
所定の腰の強さを有する棒材６がその形状に曲げられる
ので、挿入管１ａ，１ｂを挿管チューブに挿入すること
により、観察窓１３を通して観察をすることができる機
能を有する芯金として働き、挿管チューブの挿管作業を
容易に行うことができる。
【００２７】そして、咽喉頭部等を通過させる際には、
観察窓１３を通して得られる像を観察しながら湾曲部１
ｃを遠隔操作により屈曲させることにより、咽喉頭部に
微妙な形状変化等があってもそれに沿って湾曲部１ｃと
それに続く可撓性部１ａを容易に通過させることができ
る。
【００２８】
【発明の効果】本発明によれば、外力によって曲げられ
たままの形状を維持する挿入管の最先端部分に、基端側
からの遠隔操作によって屈曲する湾曲部を形成したこと
により、挿入対象である咽喉頭等の形状変化の程度等に
かかわらず咽喉頭等を容易に通過させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の挿管用内視鏡の全体構成を示
す側面図である。
【図２】本発明の実施例の挿管用内視鏡の全体構成を示
す正面図である。
【図３】本発明の実施例の挿管用内視鏡の挿入管の最先
端付近の側面断面図である。
【図４】本発明の実施例の挿管用内視鏡の挿入管の可撓
性部と硬質部との連結部付近の側面断面図である。
【図５】本発明の実施例の挿管用内視鏡の先端部本体の
正面図である。
【図６】本発明の実施例の図３におけるVI－VI断面図で
ある。
【図７】本発明の実施例の図３におけるVII－VII断面図
である。
【図８】本発明の実施例の図３におけるVIII－VIII断面
図である。
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【図９】本発明の実施例の図４におけるIX－IX断面図で
ある。
【図１０】本発明の実施例の図４におけるＸ－Ｘ断面図
である。
【符号の説明】
１ａ  可撓性部（挿入管）
１ｂ  硬質部（挿入管） *
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*１ｃ  湾曲部（挿入管）
６  棒材
９  中間固定部材
１３  観察窓
２０  把持部
５０  湾曲操作ノブ
５１  湾曲操作ワイヤ

【図１】 【図２】

【図３】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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